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三
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収
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収
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政
治
団
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収
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収
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収
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年
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六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域

指　
　

定　
　

日

指　

定　

期　

間

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
及

び
四
丁
目
並
び
に
国
分
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
、

二
丁
目
及
び
四
丁
目

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
、
五

丁
目
及
び
七
丁
目

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

石
巻
市
立
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

並
び
に
中
央
二
丁
目

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

塩
竈
市
尾
島
町

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
一
丁
目

か
ら
五
丁
目
ま
で

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
崎
市
古
川
北
町
一
丁
目
、
台
町

及
び
東
町

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
中

「
石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ
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改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

二
百
十

一

し
そ
巻
き

（
み
そ
）

株
式
会
社
は
な
や
か　

代
表
取
締
役　

伊
藤
惠

子

株
式
会
社
は
な
や
か

（
菜
園
レ
ス
ト
ラ
ン
野

の
風
）

遠
田
郡
美
里
町
練
牛
字
十
四
号
二

十
番
地

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

東
松
島
市
野
蒜
字
下
沼
五
の
三
、
二
二
二
の
二
九
、
二
二
二
の
六
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
二
二

の
六
五
、
二
二
二
の
八
三
、
二
二
三
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

田
中
屋
水
道
工
務

店梶
原　

理

気
仙
沼
市
唐
桑
町
宿
浦
十

一－

二

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
二

百
二
十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

一
月
六
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

　
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

を

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

」

「
石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

に

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

７
．
大
型
定
置
漁
業

」
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
七
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

仙
台
市
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
組
合

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
南
境
字
鶴
巻
三
十
三
番
地
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
九
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

み
ん
な
の
党
宮

城
県
気
仙
沼
市

議
会
第
１
支
部

菊
田　
　

篤

菊
田　

早
苗

気
仙
沼
市
最
知
北
最
知
二
〇

五－

五

○

平
成
二
十
六
年

 

一
月
十
六
日

　

ロ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

結
い
の
党
宮
城

県
第
１
区
支
部

林　
　

宙
紀

豊
後　

早
知

仙
台
市
青
葉

区
上
杉
一－

三－

二
二

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
十
六
年

 

一
月
十
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

き
く
た
あ
つ
し
後
援
会

斎
藤　

正
弘

菊
田　

早
苗

気
仙
沼
市
最
知
北
最
知
二
〇
五－

五

平
成
二
十
六
年

 

一
月
十
六
日

て
し
が
わ
ら
正
樹
と
夢

の
あ
る「
あ
す
の
柴
田
」

を
つ
く
る
会

鈴
木　

昇
一

勅
使
瓦
城
基

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
二－

二－

四

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
二
日

松
田
攻
治
後
援
会

千
葉　
　

啓

松
田
け
い
子

遠
田
郡
美
里
町
福
ケ
袋
字
辻
屋
敷
六
五

－

一

平
成
二
十
六
年

 

一
月
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
女
川
町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

牡
鹿
郡
女
川
町
旭
が
丘

二－

一
〇－

五

牡
鹿
郡
女
川
町
宮
ヶ
崎

字
宮
ヶ
崎
五
六

平
成
二
十
六
年

 

一
月
九
日
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代

表

者

の

氏

名

高
橋　

孝
信

佐
藤　

長
六

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
森　

洋
悦

鈴
木　

敬
幸

民
主
党
宮
城
県
第
５
区
総

支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

内
海　

徳
治

安
住　

吉
彦

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

秋
葉
け
ん
や
後
援
会

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分 

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
一
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
か

つ
法
第
十
九
条
の
七
第

一
項
第
二
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
一
日

（
公
職
の
種

類
） 

衆
議
院
議
員

石
川
光
次
郎
後
援
会

政
治
団
体
の

名

称

石
川
光
次
郎
後
援
会

石
川
み
つ
じ
ろ
う
後
援

会

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
三
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

畠
山　
　

耕

松
山　

正
平

伊
藤
ゆ
う
こ
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

伊
藤　

栄
造

佐
藤　

裕
子

平
成
二
十
六
年

 

一
月
三
十
日

猪
股
洋
文
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字
矢
越

二
七
七－

一

加
美
郡
加
美
町
字
町
裏

二
一
六－
三

平
成
二
十
六
年

 

一
月
三
十
日

桜
井
充
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

針
生　

庸
一

三
浦　

徳
雄

平
成
二
十
六
年

 

一
月
八
日

鈴
木
勝
雄
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

櫻
井　

道
雄

工
藤　
　

巌

平
成
二
十
六
年

 

一
月
十
日

光
政
策
研
究
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

畠
山　
　

耕

松
山　

正
平

平
成
二
十
六
年

 
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
一

迫
花
山
支
部

代

表

者

の

氏

名

斎
藤　

昭
芳

佐
藤　

倫
治

平
成
二
十
六
年

 

一
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

斎
藤　

行
男

遠
藤　

俊
輔

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
大

崎
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

門
間　

忠
良

手
代
木　

悟

平
成
二
十
六
年

 

一
月
八
日

渡
辺
よ
し
お
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

稲
妻　

敏
行

渡
辺
芙
貴
子

平
成
二
十
五
年

 

十
月
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
遊
技
業
支
部

那
須　

幸
吉

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
第
１
区
支
部

林　
　

宙
紀

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

赤
間
ま
こ
と
後
援
会

佐
藤　

成
之

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
五
日

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

斎
藤　

誠
喜

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 17（
25. 12. 26解

散
）

１
　
収
入
総
額

4,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800 

２
　
支
出
総
額

0

宮　　城　　県　　公　　報
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委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委 
員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 17（
25. 12. 26解

散
）

１
　
収
入
総
額

4,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

赤
間
ま
こ
と
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. ６
（
25. 12. 15解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 17（
25. 12. 26解

散
）

１
　
収
入
総
額

4,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 17（
25. 12. 26解

散
）

１
　
収
入
総
額

4,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

自
由
民
主
党
遊
技
業
支
部

報
告
年
月
日
　
26. １

. 20（
26. １

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

み
ん
な
の
党
宮
城
県
第
１
区
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
林
　
　
宙
紀

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
26. １

. ９
（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

11,500,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

2,500,000

　
　
　
本
年
収
入
額

9,000,000 

２
　
支
出
総
額

11,500,000 

宮　　城　　県　　公　　報
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団

体
の
指
定
の

取
消
し
の
届

出
を
し
た
者

の
氏
名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

鎌
田
さ
ゆ
り

衆
議
院
議
員

白
ゆ
り
会

登
米
市
迫
町
佐
沼
字

末
広
二

鎌
田
さ
ゆ
り

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
日

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
五
年
号
外
第
五
九
号
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段上

行一
三

　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　

「（
様
式
第
五
号
（
そ
の
一
））」

　
　
　
　
　
　
　

誤　
　
　
　
　
　
　

「（
様
式
第
五
号
（
そ
の
一
）」

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

9,000,000 

　
　
　
み
ん
な
の
党
本
部

9,000,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

6,539,124 

　
　
　
人
件
費

2,838,040 

　
　
　
光
熱
水
費

21,782 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

1,046,398 

　
　
　
事
務
所
費

2,632,904 

　
　
政
治
活
動
費

4,960,876 

　
　
　
組
織
活
動
費

670,005 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

757,881 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

757,881 

　
　
　
調
査
研
究
費

1,032,990 

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

2,500,000 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

赤
間
ま
こ
と
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. ６
（
25. 12. 15解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

佐
藤
た
か
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 17（
25. 12. 26解

散
）

１
　
収
入
総
額

4,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800 

２
　
支
出
総
額

4,800 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

4,800 

　
　
　
組
織
活
動
費

4,800 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

自
由
民
主
党
遊
技
業
支
部

報
告
年
月
日
　
26. １

. 20（
26. １

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 
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